
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。

週刊 避難者応援情報紙

1浜通り×さんじうライフvol.730 
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二十歳を祝う会が1月11日、ゆめはっとで開催されました。

２ページをご覧ください。

11
１ 日



被災自治体News

11
１

二十歳を祝う会が1月11日、ゆめはっとで開催されました。

スーツや振袖姿に身を包んだ若者たちが、友人との再会を喜び合いながら、記念撮影を楽しむ姿

が見られました。

日

浜通り×さんじょうライフvol.7302
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４
１

相馬小高神社にて、県鳶土木工業連合会相双支部の主催で「はしご乗り」が奉納されました。

はしご乗りは家内安全や無病息災などを願い毎年奉納されてきました。

集まった市民からは技が決まるたびに大きな歓声があがっていました。

日

3浜通り×さんじょうライフvol.730 
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浜通り×さんじょうライフvol.7304

新しい年を迎え、原町区の北泉海岸では初日の出を拝む人々の姿が見られました。

また、市内の神社や観光施設などでは正月行事が行われました。

１
１ 木

祝

三島神社 鹿島御子神社

小高神社

北泉海岸

今週の番組

毎時 ００分～ オープニング＆今週の番組

０１分～ 南相馬市長選 期日前投票のお知らせ

０２分～ 博物館通信ｖｏｌ．３８

２２分～ 生涯学習チャンネル 木製の丸型のミニチュアお花台を作ろう！

３５分～ Ｍｉｎａｍｉｓｏｍａ Ｗｅｅｋｌｙ 「ここから調査／国保特定健康診査と特定保健指導」

４１分～ もうひとつの選択肢 ＡＤＲ

４５分～ Ｍｉｎａｍｉｓｏｍａ Ｗｅｅｋｌｙ 「クリーン原町センター リサイクルプラザ」

４８分～ 住みたいまちランキング

４９分～ ＃みんなの南相馬ポスト

５０分～ 水道管の冬支度について

５５分～ 南相馬公式ＬＩＮＥ 登録方法

５９分～ １月休日当番医／ＹＯＵＴＵＢＥ配信

番組内容 [1/9～1/16]

0244-26-5663

http://www.minamisoma.tv/channel/

http://www.minamisoma.tv/channel/


被災自治体News

相馬看護専門学校では、令和8年4月入学の学生を募集しています。

募集要項・受験願書は、相馬看護専門学校で配布します。

詳細については、お問い合わせいただくかホームページをご覧ください。

若干名

2万円

推薦入学試験および一般入学試験（1・2期）の受け付けは終了しました。

【問い合わせ先】

相馬看護専門学校 総務係

〒976-0006 相馬市石上字南蛯沢344

0244-37-8118

ホームページ https://soma-kango.jp/

募集人員

南相馬市からのお知らせ

5浜通り×さんじょうライフvol.730 

相馬地方広域市町村圏組合からのお知らせ

1月13日HP更新

試験科目試験日願書受け付け試験方法

数学、小論文、面接3月12日（木）2月12日（木）～3月6日（金）
一般入学試験

（3期）

注意

受験料

試験概要

TEL

問い合わせ 復興企画部 企画課 0244-24-5358TEL

https://soma-kango.jp/
https://soma-kango.jp/


被災自治体News

浜通り×さんじょうライフvol.7306

浪江町からのお知らせ

津島地区の復興状況

1月14日HP更新

平成23年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所の事故により、町内全域に避難指示が

出されました。

浪江町内は、平成25年4月に空間放射線量が低い順に、避難指示解除準備区域、居住制限区

域、帰還困難区域が指定され、津島地区は全域で帰還困難に指定され避難指示が継続してい

ましたが、平成29年12月に一部が特定復興再生拠点区域に設定され、国による除染、インフラ

復旧を進め、令和5年3月31日に避難指示が解除されました。

また、令和5年6月には福島復興再生特別措置法が改正され、帰還困難区域の特定復興再生

拠点区域外において、避難指示を解除し、住民の帰還・居住を可能とする「特定帰還居住区域」

を設定できる制度が創設され、「特定帰還居住区域復興再生計画」を国に申請し、令和6年1月

に計画の認定を受けました。本計画に基づき、令和6年度より除染とインフラ整備を進め、早期

避難指示解除を目指します。

津島地区の復興状況［PDF］

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/24121.pdf

問い合わせ 津島支所 0240-36-2111TEL

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/24121.pdf
https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/24121.pdf
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１月７日、請戸漁港で初競りが行われました

請戸地区漁業者を代表した船主の「大漁満足」「海上安全」を願うあいさつに続き、威勢の良い「三

本締め」で幕を開けた今年の競り。

冬の味覚を代表するアンコウやタラなど、さまざまな魚がずらりと並びました。仲買人たちの活気

ある声が飛び交い、次々と競り落とされていきました。
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被災家屋等の解体申請受付窓口の設置について（環境省からのお知らせ）

1月13日HP更新

環境省では、双葉町における特定帰還居住区域（鴻草、渋川、長塚、寺沢、松倉、上羽鳥、下羽

鳥、目迫 、水沢、前田、新山、細谷、山田、松迫 、石熊の各一部）の東日本大震災および長期避

難に伴い荒廃した家屋等の解体を行っています。解体を希望される方は、申請をお願いします。

解体申請に必要な書類をそろえるのに時間を要する場合がありますので、ご関心がある方は、

解体申請受付窓口にお早めにご相談ください。なお、環境省が除染を実施した家屋等は解体

の対象になりません。解体の意向がある方は、家屋等の除染実施前にご相談ください。

令和8年4月1日（水）から受付窓口が変更になりますのでご注意ください。

■3月31日まで

場所 いわき市東田町2丁目19－3 トークビル１－A号棟（双葉町役場いわき支所隣）

受付時間 月～金 午前8時30分～午後5時15分（土、日、祝日および年末年始を除く）

電話番号 0120-773-275

■4月1日から

①浜通り南窓口

場所 いわき市平小太郎町１－６ いわきセンタービル６階（JRいわき駅から約700ｍ）

受付時間 月～金 午前8時30分～午後5時15分（土、日、祝日および年末年始を除く）

電話番号 0120-773-275

②浜通り北窓口

場所 浪江町大字権現堂字上続町１２ 朝田ビル１階 （JR浪江駅から約200ｍ）

受付時間 月～金 午前8時30分～午後5時15分（土、日、祝日および年末年始を除く）

電話番号 0120-603-016

③双葉町役場いわき支所窓口

場所 いわき市東田町二丁目19-4

受付時間 月～金 午前8時30分～午後5時15分（土、日、祝日および年末年始を除く）

※他の曜日での相談をご希望される場合も、下記の番号までご相談ください。

電話番号 0120-773-275

④ご希望場所での相談

双葉町役場や自宅など、窓口以外での相談を希望される方は、 0120-773-275まで

ご相談ください。

浜通り×さんじょうライフvol.7308

双葉町からのお知らせ

受付窓口の場所・受付時間

次ページへ続きます



被災自治体News

株式会社 高島テクノロジーセンター（環境省業務受託会社）

次の要件をすべて満たす被災家屋等が解体申請の対象となります。

1）特定帰還居住区域（鴻草、渋川、長塚、寺沢、松倉、上羽鳥、下羽鳥、目迫 、水沢、前田、新山、

細谷、山田、松迫 、石熊の各一部）およびその周辺に位置する家屋等

参考：「特定帰還居住区域再生計画が認定されました」

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/10629.htm

※ 旧避難指示解除準備区域の解体申請は令和3年3月31日、旧特定復興再生拠点区域の解

体申請は令和5年8月31日をもって締め切りました。

2）東日本大震災で被災した居宅、付属建屋（倉庫、物置など）、事務所、店舗（以下「家屋等」と

いう。）であること

※ 事務所、店舗については、中小企業基本法第2条に定める中小企業の所有するものに限ります。

3）住家（母屋）については、双葉町役場で交付する建物に関する「り災証明書」で、「り災」の程

度が、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」に判定されていること

※ り災証明書の申請については、双葉町戸籍税務課（0240-33-0132）または双葉町いわき

支所（0246-84-5200）までお問い合わせください。

参考：「東日本大震災による家屋の被害認定調査とり災証明書の発行を行っております」

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/6250.htm

 身分証明書の写し

マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真入りのもの。顔写真入りのものがない場合は

健康保険の資格確認書と年金手帳や基礎年金番号通知書、複数の公的証明書をお持ちくださ

い。

 家屋等の所有者が分かる書類

家屋等の登記事項証明書もしくは固定資産課税台帳関係書類（固定資産税 名寄帳 兼 課税

台帳）

申請受付対応者

次ページへ続きます

被災家屋等の解体申請の対象

解体申請の際に事前に準備いただく書類等

9浜通り×さんじょうライフvol.730 
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 印鑑（認印をお持ちください）

 解体申請を行う家屋等の外観が確認できる写真

 建物に対する「り災証明書」の写し

 原則、対象となる家屋等の所有者（東日本大震災時の所有者）が申請するようお願いします。

 代理人による申請の場合は、家屋等の所有者との関係を確認させていただきます。

 除染を実施した家屋等は原則、解体申請の対象になりません。

 解体希望の家屋等の中に、東京電力ホールディングス株式会社の賠償手続きがお済みでな

いものがある場合は、事前に東京電力ホールディングス株式会社にご相談されることをおす

すめします。

 家屋等が相続されていない場合、家屋等を共有されている場合、家屋等の敷地を借りている

場合、家屋等に抵当権が設定されている場合、賃貸住宅の場合等、解体申請を行うときに、

他の権利者の同意が必要になる場合があります。建物の権利の関係で解体申請を悩まれて

いる方も解体申請受付窓口にご相談ください。

 申請受付から解体着工まで時間を要します。解体の意向がある方は、早めにご相談ください。

詳細はこちら

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/14951/C01.pdf

【問い合わせ先】

高島テクノロジーセンター（環境省業務受託会社）

0120-773-275（フリーダイヤル）

受付時間 月～金 午前8時30分～午後5時15分

※土、日、祝日および年末年始はお休みさせていただきます。

浜通り×さんじょうライフvol.73010
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原子力規制庁では町内に設置したモニタリングポストの測定結果を公表しています。

その中で町内の公共施設および各地区集会所に設置されたモニタリングポストの測定値を見

やすくまとめたものを掲載します。

測定値は令和7年12月22日のものです。

全体的に令和7年10月1日と比較して大きな変動はなく推移しています。

※「旧双葉中学校」は解体等のため当面の間測定を休止いたします。

双葉町内モニタリングポストの測定結果について（令和7年12月測定）

令和７年12月25日HP更新

被災自治体News

問い合わせ 住民生活課 0240-33-0126TEL

測定日

地点地区 令和7年
12月22日

令和7年
10月1日

令和7年
7月1日

令和7年
3月14日

令和3年
11月28日

平成24年
4月1日

0.130.120.140.130.34－第一分団屯所新山

0.130.130.130.130.15－新山公民館新山

0.150.160.160.170.16－旧双葉町歴史民俗資料館新山

0.160.170.160.160.16－旧双葉南小学校新山

調整中調整中調整中調整中0.16－旧双葉中学校新山

調整中0.180.180.180.18－県立双葉高等学校新山

0.190.200.200.200.19－中央公園新山

0.610.630.650.63－－国道6号線高万迫地内新山

0.500.470.480.460.542.60双葉総合公園下条

0.150.150.180.170.18－旧双葉町役場下条

0.230.230.240.240.291.48郡山公民館郡山

0.250.250.24調整中0.29－旧細谷公民館細谷

0.120.13調整中0.120.142.53旧三字公民館三字

2.482.492.612.553.0824.47山田農村広場山田

1.281.241.321.351.4412.10石熊公民館石熊

0.260.27調整中0.270.446.25双葉町体育館跡地長塚

0.150.160.170.150.203.26旧長塚二公民館長塚

0.950.971.020.991.21－旧双葉町青年婦人会館長塚

0.140.140.150.140.17－町西住宅跡地長塚

0.480.500.950.860.98－JAふたば北部営農センター長塚

0.330.310.330.330.30－旧双葉北小学校長塚

0.880.920.940.891.04－旧ふたば幼稚園長塚

0.240.240.250.260.26－双葉駅北側駐車場長塚

0.120.130.140.140.18－旧双葉町児童館跡地長塚

0.240.240.250.250.231.89上羽鳥羽鳥

0.290.300.310.310.341.73旧羽鳥公民館羽鳥

0.570.560.610.570.723.46旧寺松公民館寺松

0.260.270.300.280.321.48渋川公民館渋川

0.420.430.460.430.514.30北部コミュニティセンター鴻草

0.060.060.060.060.070.54旧両竹公民館両竹

0.110.130.130.130.150.77旧中田公民館中田

0.040.040.040.040.04－双葉町産業交流センター浜野

（単位：μSv/時）
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令和７年度 有害鳥獣捕獲頭数報告（～12月末）

1月8日HP更新

当町ではイノシシ等野生鳥獣の捕獲を平成２５年１０月から開始し、環境省・福島県・双葉町が

連携して対処しています。

平成３０年１２月から、双葉町有害対象狩猟鳥獣捕獲隊を編成し、避難指示解除準備区域内で

の捕獲活動を行っていましたが、令和４年度からは、町の委託業者が捕獲活動を行っています。

また帰還困難区域では、引き続き環境省にて捕獲活動を行っています。

●帰還困難区域

●避難指示解除区域

計12月11月10月9月8月7月6月5月4月鳥獣名

1161515137174630-イノシシ

514217151534-アライグマ

1810002582-ハクビシン

185201714143466146-計

（単位：頭）

計12月11月10月9月8月7月6月5月4月鳥獣名

1571024100-イノシシ

3530556943-アライグマ

200000011-ハクビシン

5210157101054-計

問い合わせ 農業振興課・農業委員会 0240-33-0128TEL

双葉町ダルマ市 開催

1月10日、11日の2日間、JR双葉駅前にて「双葉町ダルマ市」が開催されました。

今年は約3,800人が来場し、昨年を上回る多くの来場者で賑わいました。

会場では双葉ダルマの販売をはじめ、飲食・物販ブースやステージイベントなどが行われ、終始活

気にあふれていました。

https://youtu.be/JQiGukSvKNk

https://youtu.be/JQiGukSvKNk
https://youtu.be/JQiGukSvKNk


国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、ご自身のスマートフォン・タ

ブレットなどで、ご自宅から所得税の確定申告ができます。

確定申告書等作成コーナー

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

動画で見る確定申告（令和7年分確定申告特集）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sakusei/douga.htm

■メリットがたくさん
 ご自宅から24時間利用できます（メンテナンス時間を除きます）

 受信通知からいつでも確定申告の内容が確認できます

 添付書類の提出が不要となります（一部の書類を除きます）

 3週間程度で還付になります（書面提出の場合は1か月～1か月半程度で還付

■申告に必要なもの
 マイナンバーカード

  マイナンバーカード読取対応のスマートフォン

  マイナンバーカードのパスワード2つ

①署名用電子証明書（英数字6～16文字）

②利用者証明用電子証明書（数字4桁）

■注意
電子証明書の有効期限が過ぎた場合、e-Tax等がご利用できません。

確定申告期は、電子証明書の更新窓口（市区町村）が混雑することも予想されますので、お早め

に更新手続をお願いいたします。

なお、パスワードが不明な場合またはロックされた場合は、市町村の窓口またはコンビニなどで

初期化が可能です。

問い合わせ 相馬税務署 個人課税部門 0244-36-3111（代表）TEL

相馬税務署からのお知らせ
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人数世帯数市町村名

3012小高区

33原町区

3315南相馬市 計

103浪江町

11双葉町

73郡山市

5122合 計

三条市に避難している
世帯数と人数(2026.1.14現在）

避難先住所等の届出について

東日本大震災に伴い避難されている方で、次のような場合は、全国

避難者情報システム（避難者名簿）に登録されている内容を変更する

必要がありますので、ご連絡ください。あわせて、避難元自治体への連

絡もお願いします。

・ 転居したので住所が変わった（変わる予定である）

・ 家族構成が変わった

（子が進学などで転出、帰還した家族がいる など）

・ 避難生活が終了した（避難の意思を有しなくなった）

連絡先
三条市 福祉課 福祉・公営住宅係

0256-34-5405TELTEL

令和7年12月31日現在

問い合わせ 防災局 防災企画課 防災事業係 025-282-1606

人 数市町村

698新潟市

161長岡市

51三条市

407柏崎市

123新発田市

7小千谷市

9加茂市

11十日町市

14見附市

29村上市

人 数市町村

47燕市

3糸魚川市

5妙高市

16五泉市

22上越市

29阿賀野市

21佐渡市

2魚沼市

-南魚沼市

26胎内市

人 数市町村

-聖籠町

7弥彦村

-田上町

-阿賀町

-出雲崎町

8湯沢町

-津南町

20刈羽村

-関川村

-粟島浦村

1,716合 計

■市町村把握分

人 数区 分

31 公営住宅・雇用促進住宅等

202 借上げ仮設住宅

1,6933 賃貸住宅･持家･親戚知人宅等

1,7161+2+3（市町村把握分）

04 病院

25 社会福祉施設

1,718合 計

(前月 1,715) (前月 1,717)

TEL




